
�愛媛県告示第６６６号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号。

以下「法」という。）第２９条第１項の規定により指定しようとする

特別保護地区は、次のとおりである。

なお、法第２９条第４項において準用する法第２８条第４項に規定す

る事項は、愛媛県県民環境部環境局自然保護課及び南予地方局八幡

浜支局森林林業課大洲森林林業振興班において告示の日から起算し

て１４日を経過する日までの間公衆の縦覧に供する。

平成２２年６月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 指定しようとする特別保護地区

� 名称

鹿野川ダム周辺鳥獣保護区特別保護地区

� 区域

大洲市肱川町山鳥坂の鹿野川ダム貯水池の常時満水位線に囲

まれた区域のうち、同市肱川町大谷の大谷橋、西予市野村町坂

石の船戸橋、黒瀬橋及び宇和川橋より下流の区域

� 存続期間

平成２２年１１月１日から平成３２年１０月３１日まで

� 保護に関する指針の案

鹿野川ダム周辺鳥獣保護区のうち、鹿野川ダム貯水池の特に

野生鳥獣の良好な生息環境となっている区域について、特別保

護地区に指定し、当該地域に生息する野生鳥獣の成育環境を保

全する。また、定期的な巡視を実施し、静穏な環境の保持を図

り、野生鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう

留意する。

２ 意見書の提出等

� 意見書の提出

指定しようとする区域の住民及び利害関係人は、告示の日か

ら起算して１４日を経過する日までの間に、知事に当該特別保護

地区の保護に関する指針の案についての意見書を提出すること

ができる。

� 意見書の提出先

愛媛県県民環境部環境局自然保護課

愛媛県南予地方局八幡浜支局森林林業課大洲森林林業振興班
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�愛媛県告示第６６７号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号。

以下「法」という。）第２９条第１項の規定により指定しようとする

特別保護地区は、次のとおりである。

なお、法第２９条第４項において準用する法第２８条第４項に規定す

る事項は、愛媛県県民環境部環境局自然保護課及び南予地方局森林

林業課愛南森林林業振興班において告示の日から起算して１４日を経

過する日までの間公衆の縦覧に供する。

平成２２年６月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 指定しようとする特別保護地区

� 名称

鹿島鳥獣保護区特別保護地区

� 区域

南宇和郡愛南町鹿島の全域

� 存続期間

平成２２年１１月１日から平成３２年１０月３１日まで

� 保護に関する指針の案

当該区域は、林相は亜熱帯の樹林地としてこの地方を代表す

る照葉樹林２０余種が繁茂しており、野生鳥獣の良好な生息環境

となっていることから、特別保護地区に指定し、静穏な環境の

保持を図り野生鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのな

いよう留意する。

２ 意見書の提出等

� 意見書の提出

指定しようとする区域の住民及び利害関係人は、告示の日か

ら起算して１４日を経過する日までの間に、知事に当該特別保護

地区の保護に関する指針の案についての意見書を提出すること

ができる。

� 意見書の提出先

愛媛県県民環境部環境局自然保護課

愛媛県南予地方局森林林業課愛南森林林業振興班
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�愛媛県告示第６６８号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）

第２９条第４項において準用する同法第２８条第６項の規定に基づき、

次のとおり公聴会を開催する。

平成２２年６月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

発 行 愛 媛 県
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１ 日時 平成２２年７月２日（金）午前１０時

２ 場所 大洲市肱川町山鳥坂７３

大洲市肱川公民館

３ 案件 次の特別保護地区の指定

� 名称 鹿野川ダム周辺鳥獣保護区特別保護地区

� 区域 大洲市肱川町山鳥坂の鹿野川ダム貯水池の常時満水位

線に囲まれた区域のうち、同市肱川町大谷の大谷橋、

西予市野村町坂石の船戸橋、黒瀬橋及び宇和川橋より

下流の区域

� 存続期間 平成２２年１１月１日から

平成３２年１０月３１日まで

４ その他 公聴会開催に関する問い合わせ先は、次のとおり。

南予地方局八幡浜支局森林林業課大洲森林林業振興班

（電話 ０８９３－２４－４１３１）
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�愛媛県告示第６６９号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）

第２９条第４項において準用する同法第２８条第６項の規定に基づき、

次のとおり公聴会を開催する。

平成２２年６月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 日時 平成２２年７月２日（金）午前１０時

２ 場所 南宇和郡愛南町平城３０４８番地

愛媛県愛南庁舎２階会議室

３ 案件 次の特別保護地区の指定

� 名称 鹿島鳥獣保護区特別保護地区

� 区域 南宇和郡愛南町鹿島の全域

� 存続期間 平成２２年１１月１日から

平成３２年１０月３１日まで

４ その他 公聴会開催に関する問い合わせ先は、次のとおり。

南予地方局森林林業課愛南森林林業振興班

（電話 ０８９５－７２－０９３１）

�愛媛県告示第６７０号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

平成２２年６月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

医療法人弘友会
加戸病院 大洲市若宮５４８番地 医療法人弘友会

平成２５年
５月２７日
まで

渡辺病院 松山市高岡町１７８番地４ 医療法人ミネル
ワ会

平成２５年
５月３１日
まで

医療法人明生会
長谷川病院

四国中央市金生町下分１２
４９番地１ 医療法人明生会

平成２５年
５月３１日
まで
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�愛媛県告示第６７１号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により公告する。

平成２２年６月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

農業用道路整備事業 上林地区 平成１９年３月２３日

農業用用排水施設整備事業 上林地区 平成１９年３月１６日

ため池等整備事業 上林地区 平成１８年１月２０日
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�愛媛県告示第６７２号
森林法施行令（昭和２６年政令第２７６号）第４条の２第３項の規定による皆伐面積の限度は、次のとおりとする。

平成２２年６月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

単 位 区 域 保 安 林 の 種 類 面 積
（ヘクタール） 区 域 内 市 町

銅 山 川
水 源 か ん 養 保 安 林 ５６０．９９ 四国中央市（金砂町平野山、富郷町寒川山及び金砂町小川山並びに富郷町豊坂及

び富郷町津根山の各一部に限る。）、四国中央市新宮町、新居浜市（別子山に限
る。）土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ２１．４６

金 生 川 ～ 加 茂 川

水 源 か ん 養 保 安 林 ３８１．０２
新居浜市（別子山を除く。）、西条市（明理川、石田、石延、今在家、円海寺、
大新田、大野、上市、河之内、河原津、河原津新田、喜多台、楠、国安、黒谷、
桑村、実報寺、周布、新市、新町、高田、玉之江、旦之上、壬生川、広江、広岡、
福成寺、北条、三津屋、三津屋東、三津屋南、宮之内、三芳、安用、安用出作、
吉田、小松町、丹原町を除く。）、西条市小松町（石鎚（字大成、字有川及び字
黒河並びに字諏訪、字戸石及び字横峰の各一部に限る。）に限る。）、四国中央
市（金砂町平野山、富郷町寒川山及び金砂町小川山並びに富郷町豊坂及び富郷町
津根山の各一部を除く。）、四国中央市土居町

土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ８２０．４２

中 山 川

水 源 か ん 養 保 安 林 ２０５．５５
西条市（明理川、石田、石延、今在家、円海寺、大新田、大野、上市、河之内、
河原津、河原津新田、喜多台、楠、国安、黒谷、桑村、実報寺、周布、新市、新
町、高田、玉之江、旦之上、壬生川、広江、広岡、福成寺、北条、三津屋、三津
屋東、三津屋南、宮之内、三芳、安用、安用出作、吉田に限る。）、西条市小松
町（石鎚（字大成、字有川及び字黒河並びに字諏訪、字戸石及び字横峰の各一部
を除く。）を除く。）、西条市丹原町（関屋及び田滝の各一部を除く。）、東温
市（滑川及び明河並びに河之内の一部に限る。）

土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ２７２．６８

愛 媛 県 報平成２２年６月１日 第２１７１号
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今 治 地 区

水 源 か ん 養 保 安 林 ５９．４４
今治市（吉海町、宮窪町、伯方町、上浦町、大三島町、関前大下、関前岡村、関
前小大下を除く。）、松山市（安居島、浅海原、浅海本谷、磯河内、猪木、院内、
牛谷、大浦、大河内、大西谷、小川、尾儀原、小山田、片山、鹿峰、上難波、鴨
之池、粟井河原、客、儀式、久保、河野高山、小川谷、立岩米之野、才之原、佐
古、猿川、猿川原、下難波、庄、庄府、常保免、苞木、善応寺、高田、滝本、北
条辻、常竹、土手内、河野中須賀、中通、中西内、中西外、立岩中村、夏目、西
谷、萩原、八反地、平林、麓、河野別府、北条、本谷、宮内、安岡、正岡神田、
横谷、和田、光洋台、府中、柳原に限る。）

土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ３６０．６３

重 信 川

水 源 か ん 養 保 安 林 ２６３．９２

松山市（安居島、浅海原、浅海本谷、磯河内、猪木、院内、牛谷、大浦、大河内、
大西谷、小川、尾儀原、小山田、片山、鹿峰、上難波、鴨之池、粟井河原、客、
儀式、久保、河野高山、小川谷、立岩米之野、才之原、佐古、猿川、猿川原、下
難波、庄、庄府、常保免、苞木、善応寺、高田、滝本、北条辻、常竹、土手内、
河野中須賀、中通、中西内、中西外、立岩中村、夏目、西谷、萩原、八反地、平
林、麓、河野別府、北条、本谷、宮内、安岡、正岡神田、横谷、和田、光洋台、
府中、柳原、中島粟井、宇和間、中島大浦、小浜、上怒和、熊田、神浦、津和地、
長師、饒、野忽那、畑里、二神、宮野、睦月、元怒和、吉木を除く。）、伊予市
（中山町、双海町を除く。）、西条市丹原町（関屋及び田滝の各一部に限る。）、
東温市（滑川及び明河並びに河之内の一部を除く。）、伊予郡砥部町（満穂、玉
谷、中野川、高市、総津、多居谷、仙波を除く。）

土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ６１９．６８

小 田 川
水 源 か ん 養 保 安 林 ２０．７２ 喜多郡内子町（本川、上川、立石、南山、寺村、小田、日野川、大平、吉野川、

中田渡、上田渡、臼杵、中川（一部を除く。）に限る。）、伊予郡砥部町（満穂、
玉谷、中野川、高市、総津、多居谷、仙波に限る。）、伊予市中山町、双海町土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ７１．５２

肱 川
水 源 か ん 養 保 安 林 ７７４．３６ 大洲市、喜多郡内子町（本川、上川、立石、南山、寺村、小田、日野川、大平、

吉野川、中田渡、上田渡、臼杵、中川を除く。）、西予市宇和町（郷内、西山田
及び山田の各一部を除く。）、野村町（大野ヶ原の一部を除く。）、城川町土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ８８．８３

八 幡 浜 地 区
水 源 か ん 養 保 安 林 １４．５２ 八幡浜市、西宇和郡伊方町、西予市三瓶町、明浜町、宇和町（郷内、西山田及び

山田の各一部に限る。）土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ５０．７６

宇 和 島 地 区
水 源 か ん 養 保 安 林 ６２４．７３

宇和島市（三間町及び野川の一部を除く。）、南宇和郡愛南町
土 砂 流 出 防 備 保 安 林 １２２．２０

吉 海 宮 窪 地 区 土 砂 流 出 防 備 保 安 林 １８．０８ 今治市吉海町、宮窪町

伯 方 地 区 土 砂 流 出 防 備 保 安 林 １９．７８ 今治市伯方町

弓 削 地 区 土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ３．１０ 越智郡上島町（生名、岩城、魚島を除く。）

上 浦 大 三 島 地 区 土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ３９．２０ 今治市上浦町、大三島町

中 島 地 区 土 砂 流 出 防 備 保 安 林 １．５９ 松山市（中島粟井、宇和間、中島大浦、小浜、上怒和、熊田、神浦、津和地、長
師、饒、野忽那、畑里、二神、宮野、睦月、元怒和、吉木に限る。）

四 万 十 川
水 源 か ん 養 保 安 林 ５５８．７１

宇和島市（三間町及び野川の一部に限る。）、北宇和郡鬼北町、松野町
土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ３７．２６

仁 淀 川 上 流
水 源 か ん 養 保 安 林 ９６５．７３ 上浮穴郡久万高原町、喜多郡内子町（中川の一部に限る。）、西予市野村町（大

野ヶ原の一部に限る。）土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ３９．５１

東 予 干 害 防 備 保 安 林 １９．１０

四国中央市（上柏町、下柏町、村松町、三島朝日一丁目、三島朝日二丁目、三島
朝日三丁目、三島紙屋町、三島宮川一丁目、三島宮川二丁目、三島宮川三丁目、
三島宮川四丁目、三島中央一丁目、三島中央二丁目、三島中央三丁目、三島中央
四丁目、三島中央五丁目、三島金子一丁目、三島金子二丁目、三島金子三丁目、
中曽根町、中之庄町、具定町、寒川町、豊岡町大町、豊岡町豊田、豊岡町長田、
豊岡町五良野、豊岡町岡銅、富郷町寒川山、富郷町豊坂、富郷町津根山、金砂町
小川山、金砂町平野山に限る。）、新居浜市、西条市（明理川、石田、石延、今
在家、円海寺、大新田、大野、上市、河之内、河原津、河原津新田、喜多台、楠、
国安、黒谷、桑村、実報寺、周布、新市、新町、高田、玉之江、旦之上、壬生川、
広江、広岡、福成寺、北条、三津屋、三津屋東、三津屋南、宮之内、三芳、安用、
安用出作、吉田、丹原町に限る。）

中 予 干 害 防 備 保 安 林 ４．１４

松山市（安居島、浅海原、浅海本谷、磯河内、猪木、院内、牛谷、大浦、大河内、
大西谷、小川、尾儀原、小山田、片山、鹿峰、上難波、鴨之池、粟井河原、客、
儀式、久保、河野高山、小川谷、立岩米之野、才之原、佐古、猿川、猿川原、下
難波、庄、庄府、常保免、苞木、善応寺、高田、滝本、北条辻、常竹、土手内、
河野中須賀、中通、中西内、中西外、立岩中村、夏目、西谷、萩原、八反地、平
林、麓、河野別府、北条、本谷、宮内、安岡、正岡神田、横谷、和田、光洋台、
府中、柳原に限る。）

南 予 干 害 防 備 保 安 林 ２０．０２ 八幡浜市、北宇和郡鬼北町、南宇和郡愛南町（正木、増田、小山、中川、広見、
満倉、上大道、一本松に限る。）

東 予 保 健 保 安 林 １７．９４

新居浜市、西条市（明理川、石田、石延、今在家、円海寺、大新田、大野、上市、
河之内、河原津、河原津新田、喜多台、楠、国安、黒谷、桑村、実報寺、周布、
新市、新町、高田、玉之江、旦之上、壬生川、広江、広岡、福成寺、北条、三津
屋、三津屋東、三津屋南、宮之内、三芳、安用、安用出作、吉田、丹原町を除く。）

今 治 地 区 保 健 保 安 林 ２９．３４

松山市（安居島、浅海原、浅海本谷、磯河内、猪木、院内、牛谷、大浦、大河内、
大西谷、小川、尾儀原、小山田、片山、鹿峰、上難波、鴨之池、粟井河原、客、
儀式、久保、河野高山、小川谷、立岩米之野、才之原、佐古、猿川、猿川原、下
難波、庄、庄府、常保免、苞木、善応寺、高田、滝本、北条辻、常竹、土手内、
河野中須賀、中通、中西内、中西外、立岩中村、夏目、西谷、萩原、八反地、平
林、麓、河野別府、北条、本谷、宮内、安岡、正岡神田、横谷、和田、光洋台、
府中、柳原に限る。）、今治市玉川町、波方町
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�愛媛県告示第６７３号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、瀬戸内海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は

起業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成２２年６月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成２２年６月１日から６月１４日まで

�������
�愛媛県告示第６７４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２０条第２項の規定に基づ

き、四国中央都市計画寒川臨港地区の決定に係る都市計画の図書の

写しを愛媛県庁において公衆の縦覧に供する。

平成２２年６月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第６７５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項の規定に

より、道前平野土地改良区から次のとおり土地改良事業の工事が完

了した旨の届出があった。

平成２２年６月１日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

農業用用排水施設整備事業 玉之江地区 平成２２年１月３１日

�愛媛県告示第６７６号
次のとおり落札者を決定した。

平成２２年６月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

中 予 保 健 保 安 林 １３．８４

松山市（安居島、浅海原、浅海本谷、磯河内、猪木、院内、牛谷、大浦、大河内、
大西谷、小川、尾儀原、小山田、片山、鹿峰、上難波、鴨之池、粟井河原、客、
儀式、久保、河野高山、小川谷、立岩米之野、才之原、佐古、猿川、猿川原、下
難波、庄、庄府、常保免、苞木、善応寺、高田、滝本、北条辻、常竹、土手内、
河野中須賀、中通、中西内、中西外、立岩中村、夏目、西谷、萩原、八反地、平
林、麓、河野別府、北条、本谷、宮内、安岡、正岡神田、横谷、和田、光洋台、
府中、柳原、中島粟井、宇和間、中島大浦、小浜、上怒和、熊田、神浦、津和地、
長師、饒、野忽那、畑里、二神、宮野、睦月、元怒和、吉木を除く。）、東温市
（上村、牛渕、上林、北野田、志津川、下林、田窪、西岡、野田一丁目、野田二
丁目、野田三丁目、樋口、南野田、見奈良、山之内、横河原に限る。）、上浮穴
郡久万高原町（東明神、西明神、入野、久万、上野尻、下野尻、菅生、上畑野川、
下畑野川、直瀬、露峰、二名、父野川、柳井川、中津、西谷に限る。）、喜多郡
内子町（中川の一部に限る。）

八 幡 浜 ～ 肱 川 保 健 保 安 林 ２１．１２ 八幡浜市保内町、西予市三瓶町、野村町、城川町

宇和島～四万十川 保 健 保 安 林 ３．７８ 宇和島市（吉田町、三間町、津島町を除く。）、北宇和郡松野町

弓 削 地 区 保 健 保 安 林 ３．１０ 越智郡上島町（生名、岩城、魚島を除く。）

注 銅山川、金生川～加茂川、中山川、今治地区、重信川、仁淀川上流、肱川、宇和島地区及び四万十川には、国有林を含む。

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続き 入 札 公 告 日

交通管制センター、サブセンター等
設備保守業務委託

愛媛県警察本部警
務部会計課
愛媛県松山市南堀
端町２番地２

平成２２年４月２１日

パナソニックシステム
ソリューションズジャ
パン株式会社 四国社
香川県高松市勅使町１８１
番地５

４９，３５０，０００円 一般競争入札 平成２２年３月１２日
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平成２２年６月１日 発行
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